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鹿屋体育大学学生規則 

 

昭和５９年 ４月 ９日 

規 則 第 ６ 号 

改正 平 成 元 年 ７ 月 １ ９ 日 

規 則 第 ２ 号 

平成１６年４月１日 

規 則 第 ３ ６ 号 

平成３１年４月１９日 

規 則 第 ２ ０ 号 

 平成４年２月２０日 

規 則 第 ８ 号 

平成１８年３月２日 

規 則 第 ３ 号 

令和２年１１月２日 

規 則 第 １ ７ 号 

 平成８年１０月２５日 

規 則 第 １ ０ 号 

平成１９年３月２２日 

規 則 第 ２ ０ 号 

令和３年１１月４日 

規 則 第 ５ ４ 号 

 平成１１年３月１０日 

規 則 第 ２ 号 

平成２８年１０月５日 

規 則 第 ３ ０ 号 

令和４年５月３０日 

規 則 第 ３ ３ 号 

 平成１５年２月１７日 

規 則 第 １ 号 

平成２８年１１月２９日 

規 則 第 ３ ７ 号 

令和６年２月２０日 

規  則  第 ６ 号 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、鹿屋体育大学学則（平成１６年規則第２号。以下「学則」という。）に基

づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）における円滑な教育研究を維持するため学生が

守るべき事項を定める。 

 

   第２章 入学手続等 

 （入学手続書類） 

第２条 合格の通知を受け、本学の学生となろうとする者は、別に定める期日までに、次の各号

に掲げる書類を、学長に提出しなければならない。 

 (1) 誓 約 書       

(2) 学生調査票 

 (3) その他本学の指定する書類 

２ 前項第１号から第２号までに掲げる書類の様式は、別記第１号様式から第２号様式までによ

るものとする。 

 

第３条 削除 

 

 （学生調査票記載事項の変更） 

第４条 学生調査票の記載事項に追加又は変更を生じたときは、速やかに学生調査票変更届を学

長に提出しなければならない。 

 

   第３章 学生証 

 （学生証の携帯） 

第５条 学生は、本学の発行する学生証を常に携帯するとともに、本学関係者の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

２ 学生証には、次の事項を記載する。 

(1) 学籍番号 

(2) 所属 

(3) 氏名 

(4) 生年月日 

(5) 発行日 

(6) 有効期限 

３ 学生証は、他人に貸与、又は譲渡してはならない。 

４ 学生証を携帯しない者については、教室、図書館、その他の施設及び設備等の使用を禁止す
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ることがある。 

 

 （学生証の取扱い） 

第６条 学生証は、明記されている有効期限までとし、以後１年ごとに更新する。 

２ 学生証を紛失又は汚損したときは、直ちに届け出るとともに、学生証再交付願いを提出し、

再交付を受けなければならない。 

３ 卒業、退学等により学生の身分を失ったときは、学生証を返還しなければならない。 

 

   第４章 欠席 

 （欠席） 

第７条 学生は、疾病その他の理由により欠席しようとするときは、欠席届を提出しなければな

らない。 

２ 止むを得ない事情により、事前に欠席届を提出することができないときは、事後速やかに届

け出なければならない。 

 

   第５章 休学、復学、転学、留学及び退学 

 （休学、復学、転学、留学及び退学） 

第８条 学生が休学、復学、転学、留学及び退学をしようとするときは、それぞれ休学願、復学

願、転学願、留学願、退学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

 

 （休学等期間の延長） 

第９条 休学又は留学をしている者が、さらにその期間を延長しようとするときは、休学等期間

延長願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

 

 （死亡及び行方不明） 

第１０条 学生が死亡し、又は行方不明となったときは、父母、配偶者又は親権者は速やかに死

亡・行方不明届を学長に提出しなければならない。 

 

   第６章 健康診断 

 （健康診断） 

第１１条 学生は、本学が毎年定期又は臨時に実施する健康診断を受けなければならない。 

２ 学生は、健康診断の結果に基づいて、本学が行う指示に従わなければならない。 

 

   第７章 学生団体 

 （設立） 

第１２条 学生が、学内において本学の学生を構成員とする団体（以下「団体」という。）を設

立しようとするときは、本学の専任の教授、准教授、講師又は助教のうちから顧問教員を定

め、学生団体設立許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、鹿屋体

育大学課外活動団体取扱基準に定める「準体育系課外活動団体」の顧問教員については任意と

する。 

２ 前項の許可を受けようとする団体に、副顧問教員を置くことができる。 

 

 （許可の期間及び継続） 

第１３条 前条に規定する許可の有効期間は、団体が許可を受けた日から、当該年度の末日まで

とする。 

２ 前条に規定する許可を受けた団体が、引き続き翌年度においても団体を継続しようとすると

きは、当該年度の２月１５日までに、学生団体継続許可願を学長に提出し、その許可を受けな

ければならない。 

 

 （活動報告等） 

第１４条 団体は、毎年５月末日までに当該学生団体の活動報告書及び構成員名簿（新規加入学
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生を含む。）を学長に提出しなければならない。 

２ 団体が、前項に規定する活動報告書又は学生団体の構成員名簿を提出しないときは、当該団

体は、解散したものとみなす。 

 

 （目的等の変更及び解散の届出） 

第１５条 団体が、団体の目的等設立許可願（継続を含む。）の重要な事項を変更しようとする

ときは、学生団体目的等変更願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 団体が解散しようとするときは、学生団体解散届を学長に提出しなければならない。 

 

 （学外団体への加入等） 

第１６条 団体が、学外の団体に加入又は学外の団体の行事に参加（学外団体との共催を含

む。）し、若しくは学外の団体と行事を共催しようとするときは、あらかじめ顧問教員の承諾

を得て、学外団体加入等願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

 

 （活動の制限） 

第１７条 団体は、学内において特定の政党を支持し、若しくはこれに反対するための政治活

動、又は特定の宗教のための宗教活動を行ってはならない。 

 

 （活動の停止又は解散） 

第１８条 学長は、団体が次の各号に該当すると認めたときは、当該団体の活動を停止し、又は

解散を命ずることができる。 

 (1) 学則その他の規則に違反し、又は教育研究を妨げる活動があると認められるとき。 

 (2）活動中に事故が発生するなど、団体の運営が著しく不適当であると認められるとき。 

 (3) 団体の構成員が不祥事に関係し、それが団体の活動と密接な関連があると認められる 

とき。 

 

   第８章 集会等 

 （集会等の開催） 

第１９条 学生又は団体が、学内において集会等を行おうとするときは、次の各号の期限（休日

は期間に算入しない。）までに責任者を定め、目的、場所、日時等を記載した書類（任意）を

学生課に提出し、学長の許可を受けなければならない。 

 (1) 学生又は学内団体の場合   開催予定日の３日前まで 

 (2) 学外の者が参加する場合   開催予定日の７日前まで 

 

 （遵守事項） 

第２０条 学内において集会等を開催しようとするときは、本学の教育研究に支障を生じさせ、

又は施設、設備若しくは環境を損なうことのないよう注意するとともに本学関係者の指示に従

わなければならない。 

２ 第１７条の規定は、集会等を開催する場合について準用する。 

 

 （集会等の禁止又は解散） 

第２１条 集会等の責任者又は参加者が前条の規定若しくは、学則その他の規則に違反し、又は

大学の指示に応じないときは、学長は、集会等の中止又は解散を命ずることができる。 

 

 （報告） 

第２２条 集会等の責任者は、集会等の状況について学長から報告を求められたときは、直ちに

報告しなければならない。 

 

   第９章 掲示、配布、募金等の行為及び拡声器の使用 

 （掲示の許可） 

第２３条 学生又は団体が、学内において、又は本学の施設を利用して文書又は図面（写真、ポ
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スター及びステッカーを含む。以下「文書等」という。）を掲示しようとするときは、期間、

内容、場所等を記載した書類（任意）を学生課に提出し、学長の許可を受けなければならな

い。 

２ 文書等の掲示期間は、１週間とする。ただし、特に期間を指定して許可したときは、その期

間とする。 

３ 掲示期間を経過したときは、掲示責任者は、直ちに文書等を撤去しなければならない。 

４ 文書等は、特に場所を指定して許可した場合を除き、学生用掲示板に掲示しなければならな

い。 

５ 文書等の大きさは、特に大きさを指定して許可した場合を除き、80㎝×110㎝以下とする。 

 

 （責任者の明記） 

第２４条 掲示する文書等には、掲示しようとする者が、学生であるときは、その者の学籍番号

及び氏名を、団体であるときは、その団体の名称及び責任者の氏名を明記しなければならな

い。 

 

 （掲示禁止事項） 

第２５条 学生又は団体は、次の各号に該当する文書等を掲示してはならない。 

 (1) 第１７条の規定に違反するもの。 

 (2) 特定の個人、団体等を誹謗し、又は名誉を傷つけるもの。 

 (3) 虚偽の事項を記載したもの。 

 (4) 品位を欠くと認められるもの。 

 

 （撤去命令） 

第２６条 学長は、文書等が次の各号に該当すると認めるときは、当該文書等の撤去を命ずるこ

とができる。 

 (1) 第２３条第１項で許可された内容と相違するとき。 

 (2) 第２３条に規定する掲示の許可条件に違反して掲示されたとき。 

 (3) 第２５条各号に掲げる掲示禁止事項に該当したとき。 

 

 （撤去） 

第２７条 学長は、前条の規定により文書等の撤去を命ぜられた者が直ちに撤去しないとき、若

しくは撤去を命ぜられた者が所在不明のとき、又は緊急に撤去を要すると認められたときは、

関係職員に命じ、文書等を撤去させることができる。 

 

 （配布行為等の許可） 

第２８条 学生又は団体が、特定の目的をもって、学内において文書、印刷物、その他の物品を

配布し、署名（以下「配布行為等」という。）を求めようとするときは、責任者を定め、期

間、内容、場所等を記載した書類（任意）を学生課に提出し、学長の許可を受けなければなら

ない。 

 

 （中止） 

第２９条 学長は、配布行為等が次の各号の一に該当すると認められるときは、当該行為の中止

を命ずることができる。 

 (1) 前条で許可された内容と相違するとき。 

 (2) 配布行為等を行うに際し他人に強要し、若しくは迷惑を及ぼし、又は他人を欺く行為があ

ったとき。 

 

 （報告） 

第３０条 配布行為等の責任者は、配布行為等の状況について、学長から報告を求められたとき

は、直ちに報告しなければならない。 
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 （募金、販売等） 

第３１条 学生又は団体が学内において、募金、販売等金銭上の収受を伴う行為を行おうとする

ときは、第２８条から前条までの規定を準用する。 

 

 （拡声器の使用） 

第３２条 学生又は団体が、学内において拡声器を使用しようとするときは、日時、内容、場所

等を記載した書類（任意）を学生課に提出し、学長の許可を受けなければならない。 

２ 第２５条の規定は、拡声器の使用について準用する。 

 

   第１０章 施設、設備の使用 

 （使用許可） 

第３３条 学生又は団体が、本学の施設、設備又は備品等（以下「施設等」という。）を使用す

るときは、別に定める施設等を除き、施設、期間、人員等を記載した書類（任意）を学生課に

提出し、学長の許可を受けなければならない。 

 

 （使用の中止命令） 

第３４条 学長は、施設等の使用状況が、次の各号に該当すると認められるときは、施設等の使

用を制限し、又は中止を命ずることができる。 

 (1) 使用許可期間を経過し、又は使用状況が前条で許可された内容と著しく相違するとき。 

 (2) 教育研究のために当該施設等を使用する必要が生じたとき、又は教育研究に支障を生じ、

若しくはそのおそれがあるとき。 

 (3) 施設等の維持管理に支障を生じ、又はそのおそれがあるとき。 

 

 （損害賠償） 

第３５条 学生又は団体が、故意又は過失に基づく行為により、施設等を汚損し、損傷し又は紛

失したときは、損害賠償の責を負わなければならない。 

 

   第１１章 雑則 

 （雑則） 

第３６条 この規則の実施に必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この規則は、昭和５９年４月９日から施行する。 

 

   附 則（平元．７．１９ 規則第２号） 

 この規則は、平成元年７月１９日から施行する。 

 

   附 則（平４．２．２０ 規則第３号） 

 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平８．１０．２５ 規則第１０号） 

 この規則は、平成８年１０月２５日から施行する。 

 

   附 則（平１１．３．１０ 規則第２号） 

 この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１５．２．１７ 規則第１号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６．４．１ 規則第３６号） 
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 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１８．３．２ 規則第３号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１９．３．２２ 規則第２０号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２８．１０．５ 規則第３０号） 

 この規則は、平成２８年１０月５日から施行する。 

 

附 則（平２８．１１．２９ 規則第３７号） 

 この規則は、平成２８年１１月２９日から施行する。 

 

   附 則（平３１． ４．１９ 規則第２０号） 

 この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

 

   附 則（令２．１１．２ 規則第１７号） 

 この規則は、令和２年１１月２日から施行する。 

 

附 則（令３．１１．４ 規則第５４号） 

 この規則は、令和３年１１月４日から施行する。 

 

附 則（令４．５．３０ 規則第３３号） 

 この規則は、令和４年５月３０日から施行する。 

 

附 則（令６．２．２０ 規則第６号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、改正後の第１２条第１項については、

令和６年２月２０日から施行する。 
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別記第１号様式 

 

 

 

誓  約  書 

 

 

 

 

                           令和   年   月   日     

                                              

 

 

    鹿 屋 体 育 大 学 長            殿 

 

 

                         入 学 年 度       令和   年度        

                                              

                         課   程                

                         大学院体育学研究科（       課程） 

                                 

                         氏   名               

                                  

 

 

 

  貴大学    
に入学を許可されましたうえは、

貴大学   
 学生として学業に励み、 

  
貴大学大学院                               貴大学大学院

 
 

 
品性を正し、貴大学学則及び関係規則を遵守することを誓います。

 

  



別記第２号様式 
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※印の欄は記入しないこと。 

令和   年度入学 

※学籍番号  

 

本 

 
 
 

 
 
 
 
人 

課程 

等名 

                     課 程 

                     専 攻 

※所属課外
 活動団体                         部 

(ふりがな) 

氏  名
 

 性  別 

（写真貼付） 
 

縦４㎝×横３㎝ 

 
男・女

 

生年月日
 

      
    

年    月    日 生
  

※入学後の 
現住所 

〒     －       （℡   －   －      ） 

変 更 欄 
  〒     －       （℡   －   －      ） 
 

 
 
学   歴 

 
及   び 

 
職 歴 等 

 

年   月 事         項 
  
       年    月 

                        高等学校卒業 
 

 
       年    月 

 
 

  
       年    月 

 
 

  
       年    月 

 
 

緊
急
連
絡
先 

(ふりがな) 

氏  名
 

 続  柄  
   

住  所 
〒      －                          （℡                   ） 
 

勤務先等名 

 

勤務先等住所
 

  

〒      －                         （℡                   ） 
 

家
族(
本
人
は
記
入
不
要) 

続 柄 氏 名 続 柄 氏 名 

 
   

続 柄 氏 名 続 柄 氏 名 

 
   

続 柄 氏 名 続 柄 氏 名 

 
   

中学時所属団体等 高校時所属団体等 
大学時所属課外活動団体 

(大学院生のみ記入) 

   

健康状態等の特記事項 

 

卒業（修了）後の 
進路希望     

  
 

入学前の取得免許 
又は資格     

  
 

入学前のボランティ         
ア活動歴     

 
 

指 
導 
教 
員 

 ※１年  ※３年 

 ※２年  ※４年 

備 

考 

 ※ 

学 生 調 査 票 


